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第３章 計画の基本的な考え方  

１ 施策体系図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【基本理念】 【基本目標・施策目標・施策】 
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基本目標１ こども一人ひとりの意見を尊重 

【施策展開】 

⑴ こどもの意見を聴く 

⑵ こどもの意見表明を支援 

⑶ こどもの意見の実現 

基本目標２ こどもや子育て家庭をみんなで支援 

【施策展開】 

⑴ 妊娠期からの切れ目のない支援 

⑵ こどもと子育て家庭を地域全体で応援 

⑶ 寄り添った支援 

⑷ 経済的支援 

⑸ 明石市こども基金 

⑹ あかし子育て応援企業 

基本目標３ 安心して育てることのできる環境づくり 

【施策展開】 
⑴ 待機児童の解消 

⑵ 多様な保育サービスの充実 

⑶ 子育て支援センター事業の推進 

⑷ こども誰でも通園制度の推進 

⑸ 放課後児童健全育成事業の推進 

基本目標４ こども一人ひとりの成長を支援 

【施策展開】 

⑴ 就学前教育・保育の質の向上 

⑵ 一人ひとりの育ちを大切にした学校教育の推進 

⑶ 地域でこどもを応援する事業を推進 

⑷ 特別な支援が必要なこどもに対する支援体制の充実 

⑸ 第三の居場所づくりの提供 

⑹ 体験・学びの機会の創出 
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２ 基本理念 

 

 

「すべてのこどもたちを まちのみんなで こども目線で 本気で応援」 

 

 

 

こどもはまちの宝であり、未来です。すべてのこどもたちが大切に育てられ、健や

かに成長することはまちの喜びでもあります。 

 

 

本市では「こどもを核としたまちづくり」を進めており、地域の未来であるこども

たちへの支援を通じて、地域の賑わいを創出し、まちの発展につなげていきます。 

 

 

またこどもたちへの支援として、行政や地域が一体となり、こども一人ひとりに寄

り添うきめ細やかな取り組みを行い、誰一人取り残さない、笑顔あふれる、やさしい

まちづくりに取り組みます。 

 

 

これらこども施策においては、地域住民や保護者をはじめとした大人だけでなく、

こども自身の意見をこども目線で聴き、対話と共創により、こどもの立場に沿った

施策展開に取り組んでいきます。 
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３ 基本目標 

 

本計画では、次の４つを基本的な目標として子育て支援施策を推進していきます。 

 

 

 

⑴ こどもの意見を聴く 

① こども・若者会議の実施  

② こども関係機関内での情報共有及び施策支援 

⑵ こどもの意見表明を支援 

① AKASHIユーススペースでの若者の意見表明支援 

② 学校に馴染めない児童の意見表明支援 

③ 社会的養護が必要とされる児童の意見表明支援 

 ④ さまざまな立場のこどもの意見表明支援  

⑶ こどもの意見の実現  

 

 

 

⑴ 妊娠期からの切れ目のない支援 

① 妊娠・出産・子育て期における支援 

② ０歳児見守り訪問おむつ定期便事業 

③ 子育て世帯訪問支援事業 

⑵ こどもと子育て家庭を地域全体で支援 

① 明石こどもセンター（児童相談所）による総合的・専門的子ども支援 

② あかし里親１００％プロジェクト 

③ 児童養護施設等と連携した養育支援 

④ あかし版こども食堂 

⑤ 地域におけるこども支援人材の育成 

⑥ こどもを守る地域ネットワーク強化事業（すこやかネット） 

⑦ 子育て学習室 

⑶ 寄り添った支援 

① ファミリーサポートセンター事業 

② 子育て家庭ショートステイ事業 

③ 無戸籍者支援 

④ 親子関係形成支援事業 

⑤ ヤングケアラーへの支援  

基本目標１ こども一人ひとりの意見を尊重 

基本目標２ こどもや子育て家庭を地域のみんなで支援 
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⑷ 経済的支援 

① 高校生までの医療費無料化 

② 幼児教育・保育の無償化 

③ 給付型奨学金事業 

④ 離婚前後の養育支援 

⑸ 明石市こども基金 

⑹ あかし子育て応援企業 

 

 

 

⑴ 待機児童の解消 

⑵ 多様な保育サービスの充実 

① 延長保育事業 

② 幼稚園での預かり保育事業 

③ 保育所での一時預かり事業 

④ 病児・病後児保育事業 

⑤ 利用者支援事業（基本型・特定型） 

⑥ 地域での情報提供・相談事業 

⑶ 子育て支援センター事業の推進 

⑷ こども誰でも通園制度の推進 

⑸ 放課後児童健全育成事業の推進 

 

 

 

⑴ 就学前教育・保育の質の向上 

① 教育・保育の質の向上 

② 就学前施設と小学校との連携の推進 

③ あかし保育絵本士の養成 

 ⑵ 一人ひとりの育ちを大切にした学校教育の推進  

⑶ 地域でこどもを応援する事業を推進 

⑷ 特別な支援が必要なこどもに対する支援体制の充実 

 ① 特別な支援が必要なこどもに対する教育・保育の充実 

 ② 児童発達支援センターを中心とした支援体制の充実 

⑸ 第三の居場所づくりの提供 

⑹ 体験・学びの機会の創出   

 

基本目標３ 安心して育てることのできる環境づくり 

基本目標４ こども一人ひとりの成長を支援 


